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警戒レベルを用いた避難情報

（ページ内の図表は内閣府・気象庁ホームページより抜粋、編集）

避難情報等住民がとるべき行動状況

災害発生
又は切迫

避難情報等
（警戒レベル）

河川水位や雨の情報
（警戒レベル相当情報）

緊急安全確保 氾濫発生情報 大雨特別警報
（土砂災害）

災害の
おそれ高い

危険な場所から全員避難
• 警戒レベル４避難指示は、立退き避難に必要な
時間や日没時間等を考慮して発令される情報で、
このタイミングで危険な場所から避難する必要が
あります。

危険な場所から高齢者等は避難
•「高齢者等」は障害のある人や避難を支援する者
も含んでいます。
•さらに、高齢者等以外の人も必要に応じ、普段の
行動を見合わせ始めたり、避難の準備をしたり、
自主的に避難するタイミングです。

命の危険　直ちに安全確保！
• 警戒レベル５は、すでに安全な避難ができず命が危険な
状況です。
•警戒レベル５緊急安全確保の発令を待ってはいけません !
•ただし、警戒レベル５は、市区町村が災害の発生・切迫を
把握できた場合に、可能な範囲で発令される情報であり、
必ず発令される情報ではありません。

避難指示 氾濫危険情報 土砂災害
警戒情報

災害の
おそれあり 高齢者等避難 氾濫警戒情報

洪水警報 大雨警報

気象状況悪化 自らの避難行動を確認 大雨・洪水
注意報 氾濫注意情報 ――――

―――― ――――今後気象状況
悪化のおそれ 災害への心構えを高める 早期注意情報

警戒
レベル 浸水の情報（河川）

防災気象情報（警戒レベル相当情報）
土砂災害の情報（雨）
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※市区町村長は、河川や雨の情報（警戒レベル相当情報）のほか、地域の土地利用や災害実績なども踏まえ総合的に避難情報等（警戒レベル）の発令判断をすること
から、警戒レベルと警戒レベル相当情報が出るタイミングや対象地域は必ずしも一致しません。

避難指示等が発令されたら速やかに避難行動をとる必要がありま
すが、突発的な災害では、発令が間に合わないこともあります。
避難指示等が発令されていなくても、警戒レベルに相当する気象
情報を認識し、危険を感じたら早めに避難行動をとってください。
大切なことは「自分で判断する」ということです。

警戒レベル5はすでに災害が発生・切迫している状況です。
また、必ず発令されるものではありません。

警戒レベル3高齢者等避難や
警戒レベル4避難指示で、
地域の皆さんで声をかけあって、
安全・確実に避難しましょう。

＜ 警戒レベル４までに必ず避難 ! ＞

警戒レベルについて 警戒レベルは、水害や土砂災害に備えて住民がとるべき行動をお知らせするために５段階に
レベル分けしたもので、市区町村が避難情報と合わせて出す情報です。
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≪行政機関の活動≫
◆備蓄品の整備、管理
◆人命救助、復旧、復興
◆自助・共助への支援

～地域の皆さんで互いに助け合う～
◆自主防災組織
◆防災訓練の参加

◆地域に住む要配慮者への支援

三陸沖や太平洋側の北海道沖（日本海溝・千島海溝沿い）では、モーメントマグニチュード（Mw）７クラスの地震が発生した後、さらに
大きな地震が発生した事例が確認されています。
先に発生した先発地震に引き続いて発生する後発地震による被害を少しでも軽減するために、巨大地震の発生可能性が高まっている

場合に注意を促す「北海道・三陸沖後発地震注意情報」が内閣府と気象庁から発信されます。 

□ 家の中で一番安全な場所
□ 家族一人ひとりの役割分担
　・安否確認、非常持出品・備蓄品のチェック、避難経路の

確保、隣近所への連絡など
□ 避難場所、避難経路
　・自宅と避難場所を確認し、マップに描き入れましょう
　・避難経路を実際に歩いて確認しましょう
□ 自宅付近の災害リスク、危険個所の確認
□ 災害が起こった時の身の守り方
□ 家族が離ればなれでいたときの連絡手段、集合場所
□ 要配慮者(乳幼児、高齢者、障がい者、妊産婦など)の
サポートと避難方法

地震や洪水、台風等の自然災害
による被害を最小限に抑えるた
めには、自分の命は自分で守る
「自助」、地域で助け合う「共
助」、行政の救助・支援「公助」
の取り組みが必要です。
大規模災害時では、公助の機能
に限界がありますので、「自助・
共助・公助」が連携することに
より、住民と行政が一体となっ
て地域防災力を高めることが
重要となります。
いざという時に備え、適切な行
動ができるよう日常的に防災
を意識しましょう。

災害に備えて

災害は家族が一緒にいるときに起こるとは限りません。いざというときに慌てず行動
できるよう、本書を活用いただき、家族で普段から話し合っておきましょう。

～自分の生命は自分で守る～
◆自宅の耐震化や家具類の

転倒防止対策等
◆災害情報の収集

◆食料・飲料等の備蓄

自助 共助

公助

みんなで取り組む
災害に強いまちづくり

すぐに避難できる態勢の準備を！

●情報が発信された場
合には、先発地震の発生
から１週間程度の期間
「防災対応の呼びかけ」
が行われます。後発地震
の発生に備えた防災対
応をとりましょう。

・家具の固定や安全
な避難場所・避難経
路の確認などの、日
頃からの地震への備
えの再確認。

・すぐに逃げられる
服装での就寝、非常
持出品を常に携帯す
るなど、揺れを感じ
た際に、直ちに身を
守る態勢の準備。

・先発地震の被害状
況に応じて、揺れに
よる倒壊や土砂災害
等のリスクから身の
安全を確保する備え
をしましょう。


